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2026(R8)年度税制改正：グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置 

 
1. グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置 

国際課税システムの安定化等の観点から、グローバル・ミニマム課税と、独自のミニマム課税制度を有する米国を含む一定の

要件を満たす国の制度との共存等について、2025(R7)年 6 月以降 OECD/G20 の BEPS に関する包摂的枠組み（以下

「BEPS 包摂的枠組み」）において交渉が行われ、2026(R8)年 1 月 5 日に合意が成立し、Side-by-Side Package と呼ば

れる文書が公表された。 

当該合意に則り、2026(R8)年 1 月 23 日、令和８年度税制改正において、次のとおり見直しを行うことが閣議決定された。

「グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置」（財務省ウェブサイト） 

なお、以下の内容は当該財務省公表に基づくものであり、実際の適用に当たっては、今後成立が見込まれる関連法令等を

確認する必要がある点に、留意されたい。 

(1) 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税（IIR）の見直し 

1) 適用免除基準の創設 

特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が次に掲げる要件その他の要件を満たしていると国際的に認められる国又は地

域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合には、その特定多国籍企業グループ等に属する構成会社

等に係るグループ国際最低課税額及びその特定多国籍企業グループ等に係る共同支配会社等に係るグループ国際最低課

税額を零とする適用免除基準が設けられる。 

① その国又は地域の租税に関する法令（2029(R11)年 1 月 1 日前に制定されたものに限る。②及び③において同じ）

において、20％以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること。 

② その国又は地域の租税に関する法令において、自国内最低課税額に係る税を課することとされていること、又はその会

社等の各対象会計年度に係る当期純損益金額を基礎として計算した金額に対して 15％以上の税率により租税を課

することとされていること。 

③ その国又は地域の租税に関する法令において、他の会社等に持分を直接又は間接に有される会社等（③において

「子会社等」）がその本店又は主たる事務所の所在する国又は地域においてその事業の管理、支配及び運営を自ら

行っていない場合その他の場合において、その子会社等の所得の金額を当該他の会社等の収益の額とみなして益金の

額に算入する規定であって、原則としてその子会社等の全ての所得の金額を基礎としてその益金の額に算入する金額

を算出するものが設けられていること。 

上記の改正は、2026(R8)年 1 月 1 日以後に開始する対象会計年度から適用される。 

Executive Summary 

◼ 2026(R8)年 1 月 23 日に「グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置」が閣議決定された。 

◼ これは、国際課税システムの安定化等の観点から、グローバル・ミニマム課税と、独自のミニマム課税制度を有する米

国を含む一定の要件を満たす国の制度との共存等について、2026(R8)年 1 月 5 日に合意が成立したことから、当

該合意に則り、2026(R8)年度税制改正において、見直しを行うこととされたものである。 

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/20260123kokusai.htm
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2) 移行期間 CbCR セーフ・ハーバーの 1 年延長 

一定の国別報告事項（以下「CbCR」）における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準の適用期限（現行：

2026(R8)年 12 月 31 日）が 2027(R9)年 12 月 31 日まで１年延長される。また、各対象会計年度の国内最低課税額

に対する法人税に係る一定の CbCR における記載事項等を用いた経過的な適用免除基準についても同様の見直しが行わ

れる。 

3) 税額控除制度等に係る特例の創設 

税額控除制度等（投資を促進するための税額控除制度又は所得控除制度として次に掲げる要件を満たすものに限る）の

適用を受けることが認められる金額のうち一定の金額（原則として、一定の従業員の給与等の額の合計額に 5.5％を乗じて

計算した金額と一定の有形資産に係る減価償却費の合計額に 5.5％を乗じて計算した金額とのいずれか多い金額を按分

した金額を上限）を調整後対象租税額に加算することができる特例が設けられる。なお、上記の改正は、2026(R8)年 1 月

1 日以後に開始する対象会計年度から適用される。 

① その適用を受けることができる金額が支出の額を基礎として計算される税額控除制度又は所得控除制度であること。 

② その適用を受けることができる金額が所在地国における有形資産の生産量等を基礎として計算される税額控除制度

であること。 

4) その他 

その他所要の措置が講じられる。 

 

(2) 各対象会計年度の国際最低課税残余額に対する法人税（UTPR）の見直し 

1) 適用免除基準の創設 

特定多国籍企業グループ等の最終親会社等が、その国又は地域の租税に関する法令（2026(R8)年 1 月 1 日において施

行されていたものに限る）において、20％以上の税率により会社等の所得に対する租税を課することとされていること、その他

の要件を満たしていると国際的に認められる国又は地域として財務大臣が指定する国又は地域を所在地国とする場合に

は、その特定多国籍企業グループ等のグループ国際最低課税残余額には、その最終親会社等の所在地国に係る部分の金

額を含まないものとする適用免除基準が設けられる。 

2) その他 

その他所要の措置が講じられる。 

 

(3) 地方税の見直し 

法人住民税について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の見直しに関する国税の取扱いに準じて所

要の措置が講じられる。 

 

2. おわりに 

Side-by-Side Package では、上記の他に、新たに恒久的な簡易実効税率セーフ・ハーバー（Simplified ETR Safe 

Harbour）が導入されているが、今回財務省より公表された「グローバル・ミニマム課税に係る国際合意を踏まえた措置」には

記載がないため、今後の税制改正の動向に留意が必要である。 
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過去のニュースレター 

過去に発行されたニュースレターは、下記のウェブサイトをご覧ください。 

www.deloitte.com/jp/tax/nl/japan 

 

問い合わせ 

デロイト トーマツ税理士法人 

東京事務所 

所在地 〒100-8362 東京都千代田区丸の内 3-2-3 

丸の内二重橋ビルディング 

Tel 03-6213-3800（代） 

 

大阪事務所 

所在地 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋 4-1-1 

淀屋橋三井ビルディング 5 階 

Tel 06-4560-8000（代） 

 

名古屋事務所 

所在地 〒450-8503 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-1 

JP タワー名古屋 37 階 

Tel 052-565-5533（代） 

 

email tax.cs@tohmatsu.co.jp 
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